
別表１ 一戸建て住宅及び他住戸がない共同住宅等（新築）の評価料金

別表１-1 必須４分野+選択の場合 （税込 単位：円）

検査回数

別表１-2 必須４分野の場合 （税込 単位：円）

検査回数

延床面積 物件区分 設計評価料金 建設評価料金

型式認定

57,200

117,700
200㎡以内

一般工法 67,100
４回

137,500

製造者認証
３回 111,100

２回 104,500

型式認定

67,100

139,700
200㎡超え

1,000㎡以内

一般工法 78,100
４回

162,800

製造者認証
３回 133,100

２回 126,500

延床面積 物件区分 設計評価料金 建設評価料金

200㎡以内

一般工法 61,600
４回

132,000

型式認定

128,700

２回 122,100

200㎡超え
1,000㎡以内

一般工法 71,500
４回

159,500

型式認定

60,500

136,400

製造者認証
３回

52,800

112,200

製造者認証
３回 104,500

２回 99,000



別表２ 他住戸がある共同住宅等（新築）の評価料金

別表２-1 必須４分野+選択２分野以上の場合 （税込 単位：円）

検査回数

Mは評価戸数

200㎡以内

一般工法 74,800+7,260×M
４回

延床面積 物件区分 設計評価料金 建設評価料金

型式認定

63,800+6,270×M
製造者認証

３回

２回

111,100+11,000×M

２回

171,600+12,760×M一般工法 105,600+7,260×M

200㎡超え
500㎡以内

一般工法 88,000+7,260×M
４回

型式認定

74,800+6,270×M
製造者認証

３回

２回

500㎡超え
1,000㎡以内

２回

3,000㎡超え
5,000㎡以内

一般工法 316,800+7,260×M
４回

型式認定

271,700+6,270×M
製造者認証

３回

２回

1,000㎡超え
3,000㎡以内

一般工法 177,100+7,260×M
４回

型式認定

151,800+6,270×M
製造者認証

３回

型式認定
４回

90,200+6,270×M
製造者認証

３回

277,200+11,000×M

282,700+11,000×M

310,200+11,000×M

363,000+12,760×M

181,500+11,000×M

132,000+12,760×M

115,500+11,000×M

134,200+11,000×M

157,300+12,760×M

90,200+11,000×M

95,700+11,000×M

112,200+11,000×M

147,400+11,000×M

187,000+11,000×M

210,100+11,000×M

245,300+12,760×M

122,100+11,000×M

126,500+11,000×M



別表２ 他住戸がある共同住宅等（新築）の評価料金

別表２-2 必須４分野+選択１分野の場合 （税込 単位：円）

検査回数

Mは評価戸数

200㎡以内

一般工法 67,100+7,260×M
４回

127.600+12,760×M

延床面積 物件区分 設計評価料金 建設評価料金

型式認定

57,200+6,270×M

110,000+11,000×M

製造者認証
３回 92,400+11,000×M

２回 88,000+11,000×M

200㎡超え
500㎡以内

一般工法 80,300+7,260×M
４回

154,000+12,760×M

型式認定

68,200+6,270×M

132,000+11,000×M

製造者認証
３回 112,200+11,000×M

２回 107,800+11,000×M

84,700+6,270×M

144,100+11,000×M

製造者認証
３回 123,200+11,000×M

２回 118,800+11,000×M

1,000㎡超え
3,000㎡以内

一般工法 170,500+7,260×M
４回

242,000+12,760×M

型式認定

145,200+6,270×M

206,800+11,000×M

製造者認証
３回 183,700+11,000×M

２回 178,200+11,000×M

268,400+11,000×M

２回 264,000+11,000×M

3,000㎡超え
5,000㎡以内

一般工法 302,500+7,260×M
４回

346,500+12,760×M

型式認定

258,500+6,270×M

297,000+11,000×M

製造者認証
３回

500㎡超え
1,000㎡以内

一般工法 99.000+7,260×M
４回

168,300+12,760×M

型式認定



別表２ 他住戸がある共同住宅等（新築）の評価料金

別表２-3 必須４分野の場合 （税込 単位：円）

検査回数

Mは評価戸数

200㎡以内

一般工法 66,000+7,260×M
４回

126,500+12,760×M

延床面積 物件区分 設計評価料金 建設評価料金

型式認定

56,100+6,270×M

107,800+11,000×M

製造者認証
３回

２回 85,800+11,000×M

1,000㎡超え
3,000㎡以内

一般工法 168,300+7,260×M
４回

型式認定

144,100+6,270×M
製造者認証

３回

２回 177,100+11,000×M

181,500+11,000×M

205,700+11,000×M

239,800+12,760×M

117,700+11,000×M

500㎡超え
1,000㎡以内

一般工法 96,800+7,260×M
４回

型式認定

82,500+6,270×M

266,200+11,000×M

２回 261,800+11,000×M

3,000㎡超え
5,000㎡以内

一般工法 300,300+7,260×M
４回

344,300+12,760×M

型式認定

257,400+6,270×M

294,800+11,000×M

製造者認証
３回

129,800+11,000×M

151,800+12,760×M

122,100+11,000×M

143,000+11,000×M

166,100+12,760×M

106,700+11,000×M

111,100+11,000×M

製造者認証
３回

２回

200㎡超え
500㎡以内

一般工法 78,100+7,260×M
４回

型式認定

67,100+6,270×M
製造者認証

90,200+11,000×M

３回

２回



別表３ 一戸建て住宅及び他住戸がない共同住宅等（新築）の長期使用構造等確認料金

（税込 単位：円）

200㎡以内

一般工法

延床面積 物件区分 長期使用構造等確認料金

61,600

52,800

60,500

型式認定

製造者認証

製造者認証

200㎡超え
1,000㎡以内

一般工法

型式認定

71,500



別表４ 他住戸がある共同住宅等（新築）の長期使用構造等確認料金

別表４-1  （税込 単位：円）

Mは評価戸数

257,400+6,270×M

300,300+7,260×M

1,000㎡超え
3,000㎡以内

一般工法

型式認定

製造者認証
144,100+6,270×M

168,300+7,260×M

500㎡超え
1,000㎡以内

一般工法

型式認定

3,000㎡超え
5,000㎡以内

67,100+6,270×M

78,100+7,260×M

200㎡超え
500㎡以内

一般工法

型式認定

製造者認証

製造者認証
56,100+6,270×M

一般工法

型式認定

製造者認証

82,500+6,270×M

96,800+7,260×M

製造者認証

長期使用構造等確認料金延床面積 物件区分

200㎡以内

一般工法

型式認定

66,000+7,260×M



別表４ 他住戸がある共同住宅等（新築）の長期使用構造等確認料金

別表４-2 一次エネルギー消費量を住棟で評価する場合  （税込 単位：円）

500㎡超え
1,000㎡以内

一般工法

型式認定

製造者認証

100,100+5,500×K+3,630×M

型式認定

69,300+5,500×K+3,630×M

85,800+3,080×K+3,080×M

1,000㎡超え
3,000㎡以内

一般工法

型式認定

製造者認証
148,500+3,080×K+3,080×M

70,400+3,080×K+3,080×M

製造者認証
59,400+3,080×K+3,080×M

※ 共用部の設備が照明設備、換気設備のみ料金に含みます。（空調設備等がある場合は別途見積もりさせていただきます。）

305,800+5,500×K+3,630×M

261,800+3,080×K+3,080×M

物件区分 長期使用構造等確認料金※

200㎡超え
500㎡以内

一般工法

型式認定

製造者認証

82,500+5,500×K+3,630×M

200㎡以内

一般工法

延床面積

173,800+5,500×K+3,630×M

3,000㎡超え
5,000㎡以内

一般工法

Kは全住戸数 Mは評価戸数

型式認定

製造者認証



別表５-1 一戸建て住宅及び他住戸がない共同住宅等の新築  （税込 単位：円）

別表５-2 他住戸がある共同住宅等の新築  （税込 単位：円）

※ Mは同じ住棟内の一体、同時申請※1対象の申請戸数 / Nは同じ住棟内の一体、同時申請※1対象以外の申請戸数です。

※１ 同時申請とは、設計性能評価と長期使用等確認の申請時期が同時で申請内容が整合（一致）している申請です。(以下、同じ）

 同時申請※1
3,300+2,200×M

+6,600×N

※ 一次エネルギーを住棟全体で評価する場合は、N＝住棟の全住戸数 - M とします。

※ 共用部を計算に含める場合は、別途見積もりとさせていただきます。

加算料金

3,300

4,400

別表５ 設計性能評価と長期使用構造等確認が一体申請等の場合に一方の申請料金に加算する料金

申請の種類

一体申請
2,200+2,200×M

+6,600×N

一体申請

 同時申請※1

申請の種類 加算料金



 （税込 単位：円）

１分野変更 5,500
2分野以上の変更 11,000

5-1，5-2の変更 8,800
１分野変更 7,150
2分野以上の変更 12,650

5-1，5-2の変更 10,450
5,500
2,750

（税込 単位：円）

１分野変更 4,400+1,100×M
2分野以上の変更 8,800+2,200×M

5-1，5-2の変更 5,500+3,300×M
１分野変更 6,050+1,100×M
2分野以上の変更 10,450+2,200×M

5-1，5-2の変更 7,150+3,300×M
4,400+1,100×M

2,750
※ 住戸毎に審査が必要な場合、住戸毎に料金がかかります。Mは審査対象戸数です。（住戸毎の変更がない場合はM＝1）

※１ 変更建設評価申請の前に、変更設計評価申請が必要になります。

長期軽微
審査を伴う変更
審査を伴わない変更

別表６-2 【他住戸がある共同住宅等】設計評価、建設評価※１及び長期使用構造等確認の変更等

申請の種類 変更内容等 申請毎の料金※２

性能又は長期の
単独、同時

5-1，5-2以外の変更

一体申請
5-1，5-2以外の変更

長期軽微
審査を伴う変更
審査を伴わない変更

別表６ 新築建物のその他審査、検査等の料金

別表６-1 【一戸建て住宅又は他住戸がない共同住宅等】設計評価、建設評価※１及び長期使用構造等確認の変更等

申請の種類 変更内容等 申請毎の料金

一体申請
5-1，5-2以外の変更

性能又は長期の
単独、同時申請

5-1，5-2以外の変更



（税込 単位：円）
再検査１回につき 22,000/回
取下げ届出時点で準備に入っている検査又は実施済の検査料金 22,000/回

（税込 単位：円）

ホルムアルデヒド及びVOC（4種） 154,000 38,500
ホルムアルデヒドのみ 115,500 22,000
ホルムアルデヒド及びVOC（4種） 93,500 33,000
ホルムアルデヒドのみ 71,500 22,000

（税込 単位：円）

ホルムアルデヒド及びVOC（4種） 77,000+77,000×M 38,500
ホルムアルデヒドのみ 71,500+44,000×M 22,000
ホルムアルデヒド及びVOC（4種） 44,000+49,500×M 33,000
ホルムアルデヒドのみ 44,000+27,500×M 22,000

別表６ 新築建物のその他審査、検査等の料金

別表６-4 【一戸建て住宅】室内化学物資濃度等の測定評価

別表６-3 【一戸建て住宅、共同住宅等】再検査及び取下げ時の料金

標準方式

簡易測定方式

測定方式 測定範囲
評価料金

（２サンプル）
追加サンプル１個
あたりの加算額

Mは評価戸数（10戸を超える場合は、別途見積りとさせていただきます。

別表６-5 【共同住宅等】室内化学物資濃度等の測定評価

測定方式 測定範囲
評価料金

（２サンプル）
追加サンプル１個
あたりの加算額

標準方式

簡易測定方式



（税込 単位：円）
建設評価申請受理後の評価項目の追加 11,000
※ 追加評価項目の検査が可能な場合に限ります。
※ 建設評価項目の追加にあたり、変更設計評価申請が必要です。
※ 設計評価料金については別表6-1又は別表6-2、建設評価料金については従前の建設評価料金と評価項目追加後の建設評価料金
  （別表1~2）との差額が発生します。

別表6-7 再交付      （税込 単位：円）

 評価書等 ※1

 添付図書等 ※２

※１ 評価書等とは、設計住宅性能評価書、建設住宅性能評価書及び長期使用構造等確認書（変更を含む。）をいいます。

※３ 添付図書等の一部あたりの合計枚数が200枚を超える場合、100.枚ごとに550円を加算します。
（上記※１〜※３については、別表6-9まで同じ）
※ 書面で交付する場合、基本料金の他に、印刷料金がかかります。
※ 設計住宅性能評価書及び長期使用構造等確認書は、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第21条第3項に定める保存期間である交付した日
      から５年のみ対応します。 建設住宅性能評価書にあっては、交付日から20年以内のみ対応です。
※ 建設住宅性能評価書は、交付日から5年を超える場合は、一律22,000円（税込）となります。
※ 電子情報処理組織にて送信した日から図書のダウンロードを当機関が指定した期間を超えた場合は再交付扱いとします。
  また送信先は、1か所に限ります。（この場合は、他に原本がないため再交付日付印はありません。）

別表6-8 記載事項※4変更(記載事項の変更が伴う再発行）  （税込 単位：円）

※ 書面で交付する場合、基本料金の他に、印刷料金がかかります。
※4 建築地等の誤字の訂正を行う場合。

（税込 単位：円）

1,100

評価書等+添付図書等※２ 1,650※３

別表６-9 交付図書を書面とする場合の印刷料金

対象申請

添付図書等※２
性能長期一体申請は２申請とし
て扱います

建設評価
評価書等※１ 性能評価の場合は×評価住戸数

印刷図書の種類 料金

1,100

1,650※３

設計評価・
長期使用構造等確認

8,800
他住戸がある共同住宅等 7,700+1,100×変更住戸数

印刷料金
1,100×評価住戸数（性能評価の場合）

    1,650 ※3

※２ 添付図書等とは、各申請書の副本及び添付図書をいいます。

基本料金
一戸建て住宅及び他住戸がない共同住宅等

印刷料金
 評価書等 ※1 1,100×評価住戸数（性能評価の場合）

 添付図書等 ※２   1,650 ※3

評価書等※１ 性能評価の場合は×評価住戸数

別表６-6 【一戸建て住宅、共同住宅等】建設評価項目の追加

別表６ 新築建物のその他審査、検査等の料金

基本料金 5,500



別表７ 一戸建て住宅及び他住戸がない共同住宅等（既存）の建設評価料金

別表７-1 木造又は鉄骨造でRC造部分がない建物   （税込 単位：円）

基本料金 基本料金
構造 22,000 構造※５ 55,000
劣化 11,000 劣化※６ 22,000
断熱のみ※３※４ 33,000 断熱のみ※３※４ 33,000
一次エネのみ※３※４ 33,000 一次エネのみ※３※４ 33,000
断熱+一次エネ※３※４ 55,000 断熱+一次エネ※３※４ 55,000
その他※７ @1,100 その他※７ @2.200
長期確認（既存）と一体申請※８ 92,400 長期確認（既存）と一体申請※８ 92,400
構造 22,000 構造※５ 55,000
劣化 11,000 劣化※６ 22,000
断熱のみ※３※４ 33,000 断熱のみ※３※４ 33,000
一次エネのみ※３※４ 33,000 一次エネのみ※３※４ 33,000
断熱+一次エネ※３※４ 55,000 断熱+一次エネ※３※４ 55,000
その他※７ @1,100 その他※７ @2.200
長期確認（既存）と一体申請※８ 92,400 長期確認（既存）と一体申請※８ 92,400
構造 27,500 構造※５ 66,000
劣化 11,000 劣化※６ 22,000
断熱のみ※３※４ 33,000 断熱のみ※３※４ 33,000
一次エネのみ※３※４ 33,000 一次エネのみ※３※４ 33,000
断熱+一次エネ※３※４ 55,000 断熱+一次エネ※３※４ 55,000
その他※７ @1,100 その他※７ @2.200
長期確認（既存）と一体申請※８ 97,900 長期確認（既存）と一体申請※８ 97,900

※１ 当社が交付した設計評価書の場合は11,000円を、建設評価書では33,000円を、基本料金から減額します

※２ 料金は評価を希望する分野ごとの金額が加算となります（基本的には「日本住宅性能表示基準」に示される音環境を除く全ての評価項目につい

  ・評価書等の一定の信頼性のある設計図書等が無い場合は、最低限の等級若しくは評価できない場合がございます(詳しくはお問い合わせ下さい)

  ・耐震基準適合証明書又は構造図と構造計算書、若しくは昭和56年6月以降の着工で検査済証と完了検査に用いられた図書（工事監理報告書・

   施工写真・各種試験結果等）がある場合を除き、評価を希望されても等級０となります

※６ 劣化に係る対策が確認できる一定の信頼性のある設計図書がない状態で等級２以上の評価を希望される場合は、別途調査費用が発生する場合

   がございます

        て申請が可能です）

  ・旧基準による「型式住宅部分等製造者認証書」や「住宅型式性能認定書」等も利用することはできません

※７ 室内空気中の化学物質等の濃度の実測を希望される場合は別途費用が発生致します(お見積りさせていただきます)

※８ 構造、劣化、断熱、一次エネ、維持管理の分野に限ります

分野ごと加算※２

200㎡以内 88,000 110,000

200㎡超え
〜

500㎡以内
99,000 132,000

500㎡超え
又は

軒高９ｍ超え
110,000 154,000

    区分
延床面積

評価書(新築)あり※1 評価書なし
※他機関発行の評価書ありも含む

分野ごと加算※２

※８ 構造、劣化、断熱、一次エネ、維持管理の分野に限ります

※３ 断熱及び一次エネの評価は申請時点での基準によって評価するため、旧基準は使用できません

※４ 一次エネは現況ではなく、設計値での評価となります

  ・検査時に作動しない設備がある場合は評価することができません

※５ 構造の金額は、昭和56年5月31日以前に竣工した増改築をしていない住宅を対象とした耐震診断を実施する場合の金額です

  ・建築士が作成した耐震基準適合証明書又は構造図と構造計算書がある場合は11,000円減額とします

  ・評価対象建築物の着工時期が昭和56(1981).6.1以降であり、建築基準法第7条第5項の検査済証がある場合は11,000円減額とします

  （但し、等級１（現場検査による劣化の状況によっては等級０）の評価となります）

※７ 室内空気中の化学物質等の濃度の実測を希望される場合は別途費用が発生致します(お見積りさせていただきます)



別表７ 一戸建て住宅及び他住戸がない共同住宅等（既存）の建設評価料金

別表７-2 RC造、木造又は鉄骨造でRC造部分のある建物   （税込 単位：円）

基本料金 基本料金
構造 27,500 構造※５ 66,000
劣化 11,000 劣化※６ 22,000
断熱のみ※３※４ 33,000 断熱のみ※３※４ 33,000
一次エネのみ※３※４ 33,000 一次エネのみ※３※４ 33,000
断熱+一次エネ※３※４ 55,000 断熱+一次エネ※３※４ 55,000
その他※７ @1,100 その他※７ @2,200
長期確認（既存）と一体申請※８ 97,900 長期確認（既存）と一体申請※８ 148,500
構造 27,500 構造※５ 66,000
劣化 11,000 劣化※６ 22,000
断熱のみ※３※４ 33,000 断熱のみ※３※４ 33,000
一次エネのみ※３※４ 33,000 一次エネのみ※３※４ 33,000
断熱+一次エネ※３※４ 55,000 断熱+一次エネ※３※４ 55,000
その他※７ @1,100 その他※７ @2,200
長期確認（既存）と一体申請※８ 97,900 長期確認（既存）と一体申請※８ 148,500
構造 33,000 構造※５ 77,000
劣化 11,000 劣化※６ 22,000
断熱のみ※３※４ 33,000 断熱のみ※３※４ 33,000
一次エネのみ※３※４ 33,000 一次エネのみ※３※４ 33,000
断熱+一次エネ※３※４ 55,000 断熱+一次エネ※３※４ 55,000
その他※７ @1,100 その他※７ @2,200
長期確認（既存）と一体申請※８ 103,400 長期確認（既存）と一体申請※８ 159,500

※１ 当社が交付した設計評価書の場合は11,000円を、建設評価書では33,000円を、基本料金から減額します

※２ 料金は評価を希望する分野ごとの金額が加算となります（基本的には「日本住宅性能表示基準」に示される音環境を除く全ての評価項目につい

  ・評価書等の一定の信頼性のある設計図書等が無い場合は、最低限の等級若しくは評価できない場合がございます(詳しくはお問い合わせ下さい)

  ・耐震基準適合証明書又は構造図と構造計算書、若しくは昭和56年6月以降の着工で検査済証と完了検査に用いられた図書（工事監理報告書・

   施工写真・各種試験結果等）がある場合を除き、評価を希望されても等級０となります

※６ 劣化に係る対策が確認できる一定の信頼性のある設計図書がない状態で等級２以上の評価を希望される場合は、別途調査費用が発生する場合

   がございます

    区分
延床面積

評価書(新築)あり※1 評価書なし
※他機関発行の評価書ありも含む

分野ごと加算※２ 分野ごと加算※２

200㎡以内 99,000 132,000

500㎡超え
又は

軒高９ｍ超え
121,000 176,000

200㎡超え
〜

500㎡以内
110,000 154,000

  ・建築士が作成した耐震基準適合証明書又は構造図と構造計算書がある場合は11,000円減額とします

  ・評価対象建築物の着工時期が昭和56(1981).6.1以降であり、建築基準法第7条第5項の検査済証がある場合は11,000円減額とします

        て申請が可能です）

※８ 構造、劣化、断熱、一次エネ、維持管理の分野に限ります

※７ 室内空気中の化学物質等の濃度の実測を希望される場合は別途費用が発生致します(お見積りさせていただきます)

※３ 断熱及び一次エネの評価は申請時点での基準によって評価するため、旧基準は使用できません

  ・旧基準による「型式住宅部分等製造者認証書」や「住宅型式性能認定書」等も利用することはできません

  （但し、等級１（現場検査による劣化の状況によっては等級０）の評価となります）

※４ 一次エネは現況ではなく、設計値での評価となります

  ・検査時に作動しない設備がある場合は評価することができません

※５ 構造の金額は、昭和56年5月31日以前に竣工した増改築をしていない住宅を対象とした耐震診断を実施する場合の金額です



別表８ 他住戸がある共同住宅等（既存）の建設評価料金

（税込 単位：円）

基本料金 基本料金

構造 33,000 構造※５ 77,000
劣化 11,000 劣化※６ 22,000
維持管理 5,500 維持管理 22,000
その他 @2,200 その他 @2,200

断熱のみ※3※4 33,000 断熱のみ※３※4 33,000
一次エネのみ※3※4 33,000 一次エネのみ※３※4 33,000
断熱＋一次エネ※3※4 55,000 断熱＋一次エネ※３※4 55,000
その他※７ @1,100 その他※７ @2,200

※１ 当社が交付した設計評価書の場合は11,000円を、建設評価書では33,000円を、基本料金から減額します

※２ 料金は評価を希望する分野ごとの金額が加算となります（基本的には「日本住宅性能表示基準」に示される音環境を除く全ての評価項目につい

  ・評価書等の一定の信頼性のある設計図書等が無い場合は、最低限の等級若しくは評価できない場合がございます(詳しくはお問い合わせ下さい)

  ・耐震基準適合証明書又は構造図と構造計算書、若しくは昭和56年6月以降の着工で検査済証と完了検査に用いられた図書（工事監理報告書・

   施工写真・各種試験結果等）がある場合を除き、評価を希望されても等級０となります

※６ 劣化に係る対策が確認できる一定の信頼性のある設計図書がない状態で等級２以上の評価を希望される場合は、別途調査費用が発生する場合

   がございます

  ・建築士が作成した耐震基準適合証明書又は構造図と構造計算書がある場合は11,000円減額とします

  ・評価対象建築物の着工時期が昭和56(1981).6.1以降であり、建築基準法第7条第5項の検査済証がある場合は11,000円減額とします

  （但し、等級１（現場検査による劣化の状況によっては等級０）の評価となります）

        て申請が可能です）

※８ 構造、劣化、断熱、一次エネ、維持管理の分野に限ります

※３ 断熱及び一次エネの評価は申請時点での基準によって評価するため、旧基準は使用できません

  ・旧基準による「型式住宅部分等製造者認証書」や「住宅型式性能認定書」等も利用することはできません

※４ 一次エネは現況ではなく、設計値での評価となります

  ・検査時に作動しない設備がある場合は評価することができません

※５ 構造の金額は、昭和56年5月31日以前に竣工した増改築をしていない住宅を対象とした耐震診断を実施する場合の金額です

※７ 室内空気中の化学物質等の濃度の実測を希望される場合は別途費用が発生致します(お見積りさせていただきます)

長期確認（既存）と一体申請※８

    区分
延床面積

評価書(新築)あり※1 評価書なし
※他機関発行の評価書ありも含む

分野ごと加算※２ 分野ごと加算※２

６階建て以上
かつ

1000㎡を超え
(別途お見積り) (別途お見積り)

５階建て以下
かつ

1000㎡以内

(住棟評価) (住棟評価)

88,000 220,000

(住戸評価/1戸あたり) (住戸評価/1戸あたり)

@22,000 @33,000

長期確認（既存）と一体申請※８ 140,800+
79,200×M

344,300+
90,200×M



別表9 既存建物等のその他調査、検査等の料金

別表9-1 既存住宅の室内空気中の化学物質等の濃度等の測定、蟻害、腐朽調査   （税込 単位：円）   

別表9-2 既存住宅の石綿含有建材の有無等      （税込 単位：円）

別表9-3 既存住宅の室内空気中の石綿の粉塵の濃度等      （税込 単位：円）

別表9-4 再交付      （税込 単位：円）

 評価書等 ※1

 添付図書等 ※２

※１ 評価書等とは、現況検査・評価書、長期使用構造等確認書をいいます。

※３ 添付図書等の一部あたりの合計枚数が200枚を超える場合、100枚ごとに550円を加算します。
（上記※１〜※３については、別表9-6まで同じ）
※ 書面で交付する場合、基本料金の他に、印刷料金がかかります。
※ 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第21条第3項に定める保存期間である交付日から20年以内のみ対応です。

  交付日から5年を超える場合は、一律22,000円（税込）となります。

※ 電子情報処理組織にて送信した日から図書のダウンロードを当機関が指定した期間を超えた場合は再交付扱いとします。

  また送信先は、1か所に限ります。（この場合は、他に原本がないため再交付日付印はありません。）

別表9-5 記載事項※4変更(記載事項の変更が伴う再発行）  （税込 単位：円）

※ 書面で交付する場合、基本料金の他に、印刷料金がかかります。

※4 建築地等の誤字の訂正を行う場合。

（税込 単位：円）

1,100

※２ 添付図書等とは、各申請書の副本及び添付図書をいいます。

基本料金
一戸建て住宅及び他住戸がない共同住宅等 8,800
他住戸がある共同住宅等 7,700+1,100×変更住戸数

評価書等+添付図書等※２
性能長期一体申請は２申
請として扱います

印刷料金
 評価書等 ※1 1,100×評価住戸数（性能評価の場合）

 添付図書等 ※２   1,650 ※3

     2,750※３

印刷図書の種類 料金

別表9-6 交付図書を書面とする場合の印刷料金

対象申請

評価書等※１
全申請

性能評価の場合は×評価
住戸数

蟻害調査

測定対象 料金

試料採取に際して天井等の一部をはがす、高所作業で足場が必要などの場合は申請者にて準備をお願いします。また、試
料採取部分の簡便な飛散防止対策は行いますが、その部分及び前期準備部分の復旧・補修は申請者にてお願いします。

測定、調査内容 料金
化学物質 新築の場合と同じ

別途お見積り（44,000〜55,000）

測定対象 料金

吹付か石綿、吹付けロックウール、それ
以外の建材
（測定実施を申請者が選択した建材）

測定対象２品目の場合 398,200円
（１品目あたり３検体採取。測定対象が１品目増える毎に116,600円加算）

腐朽調査 別途お見積り（44,000〜   ）

１か所に付き279,400円（２試料採取・分析）
居室等における室内空気中の石綿の粉塵
の濃度

印刷料金
1,100×評価住戸数（性能評価の場合）

    1,650 ※3

基本料金 5,500

書面調査、現場確認により測定対象が１品目になった場合、評価料金は281,600円に減額されます。測定対象がない場合、
評価料金は55,000に減額されます。



別表10 一戸建て住宅及び他住戸がない共同住宅等（増改築※１、変更※２、既存※３）の
           長期使用構造等確認料金

（税込 単位：円）

製造者認証

200㎡以内

一般工法 99,000 93,500

型式認定
84,700

※１ この場合の「増改築」は、長期優良住宅の認定を受けていない建物の性能向上に係る増改築工事です。

※２ この場合の「変更」は、長期優良住宅の認定を受けている建物の増改築工事です。

※３ この場合の「既存」は、建築行為を伴わない既存住宅です。

79,200

92,400
製造者認証

88,000

200㎡超え
1,000㎡以内

一般工法 107,800 102,300

型式認定

長期使用構造等確認料金

一次エネルギー消費量
等級 評価有

一次エネルギー消費量
等級 評価無

既存部分と増改築部分の合計
の床面積

（但し、既存部分の構造及び省エ
ネの審査がない場合は既存部分の

面積を含めない）

物件区分



別表11 他住戸がある共同住宅等（増改築※１、変更※２、既存※３）の長期使用構造等確認料金

別表11-1  （税込 単位：円）

Mは評価戸数

※１ この場合の「増改築」は、長期優良住宅の認定を受けていない建物の性能向上に係る増改築工事です。

既存部分と増改築部分
の合計の床面積

（但し、既存部分の構造及び省
エネの審査がない場合は既存部

分の面積を含めない）

物件区分
長期使用構造等確認料金

一次エネルギー消費量等級
評価有

一次エネルギー消費量等級
評価無

82,500+4,620×M

96,800+5,500×M

88,000+6,270×M

102,300＋7,260×M

200㎡以内

一般工法

型式認定

製造者認証

110,000+5,500×M

99,000+6,270×M 93,500+4,620×M

200㎡超え
500㎡以内

一般工法

型式認定

製造者認証

115,500+7,260×M

1,000㎡超え
3,000㎡以内

一般工法

型式認定

製造者認証

204,600+7,260×M

500㎡超え
1,000㎡以内

一般工法

型式認定

製造者認証

133,100+7,260×M 127,600+5,500×M

114,400+6,270×M 110,000+4,620×M

199,100+5,500×M

176,000+6,270×M 170,500+4,620×M

※２ この場合の「変更」は、長期優良住宅の認定を受けている建物の増改築工事です。

※３ この場合の「既存」は、建築行為を伴わない既存住宅です。

3,000㎡超え
5,000㎡以内

一般工法

型式認定

製造者認証

336,600+7,260×M 331,100+5,500×M

288,200+6,270×M 283,800+4,620×M



別表11-2 一次エネルギー消費量を住棟で評価する場合  （税込 単位：円）

Kは全住戸数 Mは評価戸数

※１ この場合の「増改築」は、長期優良住宅の認定を受けていない建物の性能向上に係る増改築工事です。

※４ 共用部の設備が照明設備、換気設備のみ料金に含まれます。（空調設備等がある場合は別途見積もりとさせて頂きます。）

※２ この場合の「変更」は、長期優良住宅の認定を受けている建物の増改築工事です。

※３ この場合の「既存」は、建築行為を伴わない既存住宅です。

200㎡超え
500㎡以内

118,800+5,500×K+3,630×M

101,200+3,080×K+3,080×M

500㎡超え
1,000㎡以内

137,500+5,500×K+3,630×M

117,700+3,080×K+3,080×M

1,000㎡超え
3,000㎡以内

180,400+3,080×K+3,080×M

3,000㎡超え
5,000㎡以内

342,100+5,500×K+3,630×M

293,700+3,080×K+3,080×M

一般工法

製造者認証

一般工法

型式認定

製造者認証

一般工法

型式認定

製造者認証

210,100+5,500×K+3,630×M

既存部分と増改築部分
の合計の床面積

（但し、既存部分の構造及び省
エネの審査がない場合は既存部

分の面積を含めない）

物件区分 長期使用構造等確認料金※４

200㎡以内

一般工法 105,600+5,500×K+3,630×M

90,200+3,080×K+3,080×M
型式認定

製造者認証

一般工法

型式認定

製造者認証

型式認定



（税込）
業務規程 減額要件 対象となる評価等の業務 減額率等

設計評価（新築）
建設評価（新築）
長期確認
（新築、増改築、変更、既存）
一体申請（新築）
設計評価（新築）
建設評価（新築）
長期確認
（新築、増改築、変更、既存）
一体申請（新築）
設計評価（新築）
建設評価（新築）
長期確認
（新築、増改築、変更、既存）
一体申請（新築）
設計評価（新築）
建設評価（新築）
長期確認
（新築、増改築、変更、既存）
一体申請（新築）
設計評価（新築）
建設評価（新築）
長期確認
（新築、増改築、変更、既存）
一体申請（新築）
設計評価（新築）
建設評価（新築）
長期確認
（新築、増改築、変更、既存）
一体申請（新築）
設計評価（新築）
建設評価（新築）
長期確認
（新築、増改築、変更、既存）
一体申請（新築）
設計評価（新築）
建設評価（新築）
長期確認
（新築、増改築、変更、既存）
一体申請（新築）

※ 複数の減額要件に該当しても、減額率上限は40％となります。
※ 別表５の料金（性能評価と長期使用構造等確認が一体申請等の場合に加算する料金）及び
  別表６〜９の料金（一体加算、 変更、室内化学物資濃度等の測定及び既存建設評価等）に適用することが出来ません。

※1：同一申請物件に複数申請（設計・建設評価、長期構造等確認、BELS、低炭素、性能向上、省エネ適判等）があっても、
   カウントは、1件になります。

第６号

令和８年4月1日改定規程の従前
の規程第34条第3号又は第4号を
適用して減額を行っており、か
つ、今後も構造審査が必要とな
る物件の建築基準法第6条の２
第1項又は同法第7条の４第1項
による申請を行う場合で、当該
申請等の提出図書又は検査図書
の定型化による審査箇所等の明
確化等により、耐震等級の審査
を効率的に実施できると当機関
が判断した場合、令和9年3月31
日までは、なお、従前の例によ
る。

減額率上限10%

第４号
地方公共団体が行う制度の要件
の申請

第1号又は第2号と同じ

第５号 激甚災害指定 第1号又は第2号と同じ

第１号 住宅型式性能認定住宅等

第３号

別表12 業務規程第34条各号（評価料金を減額する為の要件）に該当する場合の減額率等

減額料金は別表１，別表２，別表３，
別表４、別表10、別表11に記載の通り
（「型式認定」の評価料金を適用）

減額料金は別表１，別表２，別表３，
別表４、別表10、別表11に記載の通り
（「製造者認証」の評価料金を適用）

第２号 認証型式住宅部分等を含む住宅

年間240件以上の申請 ※1 減額率上限30％

年間36件以上の申請 ※1 減額率上限20％

年間24件以上の申請 ※1 減額率上限10％ 



（税込）
業務規程 増額要件 対象となる評価等の業務 増額率等

第４号 液状化情報の提供 設計評価（新築） 設計評価2,200円を加算

※ 第１号及び第４号は、別表１，別表２の料金に対して適用します。
※ 第２号及び第３号は、別表１、別表２、別表３、別表４、別表６、別表７、別表８、別表９、別表10及び別表11（但し、
  別表6-6〜6-9、9-4〜9-6を除く）の料金に対して適用します。
※ 第２号については、同一物件の他の検査との同時検査では、１の検査に対してのみ適用します。
※ 第４号は別表１、別表２の「一般工法」の料金（但し、第34条第３号に該当する場合は除く）に対してのみ適用します。

別表13 業務規程第35条各号（評価料金を増額する為の要件）に該当する場合の増額率等

他機関の設計評価の場合の
建設評価

建設評価（新築）
当機関の設計評価料金の二分の一を
加算

第１号

第３号

第２号

検査回数の追加
建設評価
（新築、既存、変更、再検査、
室内化学物質濃度の測定等）

検査１回につき、22,000円を加算

評価等１回につき、4,400円を加算

設計評価、建設評価又は
長期確認
（新築、既存、変更、再検査、
室内化学物質濃度の測定等）

第３条に定める休日の評価等の
業務



                                                                                                                     +D+E（其々に該当する増額） 

                                                                                                                                                （税込 単位：円）

第１号 住宅型式性能認定住宅 A A
第２号 認証型式住宅部分等を含む住宅 B B

年間240件以上の申請※1

年間 36件以上の申請※1

年間 24件以上の申請※1

第６号

第２号 第３条に定める休日の評価等の業務 D D
第３号 検査追加 E
第４号 液状化情報提供 K

第33条 後段 遠隔地料金 F × G

A：料金表の「型式認定」の料金 B：料金表の「製造者認証」の料金 C：料金表の「一般工法」の料金
D：該当する評価等の回数 E：追加の検査回数 F：検査回数 G：別表15による J、K：該当する場合は「1」を入力

※ この表は、設計住宅性能評価、建設住宅性能評価、長期使用構造等確認、一体申請の申請毎の評価料金等を算出します。
※ 複数の減額要件に該当しても、減額率上限は40％となります。
※ 第34条第１号〜第５号に該当する減額については、別表５の料金（性能評価と長期使用構造等確認が一体申請等の場合に加算する料金）
  及び別表６〜９の料金（一体加算、 変更、室内化学物資濃度等の測定及び既存建設評価等）に適用することが出来ません。
※ 第35条第１号及び第４号は、別表１，別表２の料金に対して適用します。
※ 第35条第２号及び第３号は、別表１、別表２、別表３、別表４、別表６、別表７、別表８、別表９、別表10及び別表11（但し、別表6-6〜
  6-9、9-4〜9-6を除く）の料金に対して適用します。
※ 第35条第２号については、同一物件の他の検査との同時検査では、１の検査に対してのみ適用します。
※ 第35条第４号は別表１、別表２の「一般工法」の料金（但し、第34条第３号に該当する場合は除く）に対してのみ適用します。

※1：同一申請物件に複数申請（設計・建設評価、長期構造等確認、BELS、低炭素、性能向上、省エネ適判等）があっても、
   カウントは、1件になります。

第35条
（増額）

第１号 設計評価が他機関 J

第５号 激甚災害指定 第１号又は第２号の料金

×（当機関の設計評価料金の二分の
一）

×4,400
×22,000

×（+2,200）

×上限10％審査を効率的に実施できると当機関が
判断した場合

×上限10％

第１号又は第２号の料金

×4,400

⑤ 別表6〜9の料金（室内化学物資濃度等の測定及び既存建設評価等）＝料金表による料金（各表下の※部分を加味した料金）

                                                                                                         +その他該当に応じて遠隔地料金（別表15）を加えた額

設計評価・長期使用構造等確認 建設評価

×上限20％
×上限10％ ×上限10％

第４号 地方公共団体が行う制度の要件の申請 第１号又は第２号の料金 第１号又は第２号の料金

③ 別表3，4、10又は11の長期使用構造等確認料金＝（料金表の料金（A、B又はC）×第3号の減額）（各表下の※部分を加味した料金）
                        +D（該当する増額）
④ 性能と長期が一体申請等の場合の料金＝①又は②又は③の料金+別表５の料金（各表下の※部分を加味した料金）

増・減額率等増・減額率等
業務規程

第３号

要件

A、B又は C
×上限30％

A、B又は C
×上限30％

×上限20％

第34条
（減額）

別表14 業務規程第33条後段、第34条各号及び第35条各号に該当する場合の評価料金等の計算式

① 別表1〜2の設計評価料金＝（料金表の料金（A、B又はC）×第3号の減額）+D+K（其々に該当する増額)

② 別表1〜2の建設評価料金＝（料金表の料金（A、B又はC）×第3号の減額）+D+E+J（其々に該当する増額）
               +その他該当に応じて遠隔地料金（別表15）を加えた額



別表15 遠隔地料金

別表15-1 （税込 単位：円）

管轄支店、管轄事務所又は当社が定める業務拠点から概ね40㎞〜70㎞に
含まれる地域
管轄支店、管轄事務所又は当社が定める業務拠点から概ね70㎞〜100㎞に
含まれる地域
管轄支店、管轄事務所又は当社が定める業務拠点から概ね100㎞〜150㎞に
含まれる地域
管轄支店、管轄事務所又は当社が定める業務拠点から概ね150㎞以遠及び
離島等

  ている場合は記載の通りとなります。
※ 管轄支店、管轄事務所及び当社が定める業務拠点は下表の通りです。

別表15-2 管轄支店、管轄事務所及び当社が定める業務拠点
地域区分

（地域区分毎の市町村）
北海道 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
青森県 青森市 Ⅰ、Ⅱ
岩手県 盛岡市 Ⅰ、Ⅱ
宮城県 Ⅰ、Ⅱ
秋田県 秋田市 Ⅰ、Ⅱ
山形県 山形市 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
福島県 Ⅰ、Ⅱ
茨城県 Ⅰ、Ⅱ
栃木県
群馬県 Ⅰ、Ⅱ
埼玉県 Ⅰ
千葉県 Ⅰ

神奈川県 小田原市 Ⅱ
新潟県 新潟市、長岡市 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
山梨県 甲府市
長野県 松本市 Ⅰ、Ⅱ
静岡県 浜松市、沼津市 Ⅰ、Ⅱ
※ 遠隔地料金についてご不明な場合、事前にご相談下さい。

地域区分 遠隔地料金 備考

Ⅱ地域 6,600

Ⅰ地域 3,300

Ⅲ地域 10,450

Ⅳ地域 別途見積もり料金

※ 上記料金は検査１回に対する料金です。但し、当機関が確認検査を行う場合、竣工検査における遠隔地料金はかかりません。
※ 宿泊を要する場合、実費相当額（税込）を加算します。
※ 管轄支店、管轄事務所以外の地域で検査を行う場合、別途見積もりさせていただきます。但し、管轄外でも別表15-3に記載され

都道府県 管轄支店、管轄事務所 当社が定める業務拠点

札幌事務所（札幌市）

東北支店（仙台市）

郡山事務所（郡山市）
常総事務所（守谷市）
北関東支店（宇都宮市）
群馬事務所（伊勢崎市）
埼玉支店（さいたま市）
東関東支店（千葉市）

東京都
東京支店（新宿区）
多摩支店（立川市）

長野事務所（長野市）
静岡支店（静岡市）

神奈川支店（横浜市）



別表15 遠隔地料金

別表15-3 第33条後段における地域区分及び市町村名（１）
県名
支店、事務所

当社が定め
る拠点

地域区分

北海道
 ●札幌事務所
  （札幌市） Ⅰ地域 月形町 岩見沢市 浦臼町 奈井江町 美唄市 三笠市 夕張市

栗山町 由仁町 安平町 厚真町 苫小牧市 白老町 泊村
壮暼町 喜茂別町 留寿都村 洞爺湖町 真狩村 京極町 ニセコ町
俱知安町 共和町 仁木町 余市町 古平町 伊達市（旧大滝村）
登別市

Ⅱ地域 増毛町 北竜町 雨竜町 新十津川町 滝川市 砂川市 赤平市
歌志内市 芦別市 占冠村 中富良野町 むかわ町 平取町 積丹町
室蘭市 富良野市 豊浦町 蘭越町 黒松内町 寿都町 岩内町
神恵内村 伊達市（旧伊達市） 日高町（旧門別町）

Ⅲ地域 苫前町 小平町 留萌市 沼田町 秩父別町 深川市 旭川市
鷹栖町 和寒町 比布町 当麻町 東川町 東神楽町 美瑛町
新得町 鹿追町 島牧村 上富良野町 清水町 芽室町 帯広市
中札内村 新冠町 新ひだか町 南富良野町 函館市 北斗市 七飯町
鹿部町 森町 八雲町 せたな町 今金町 長万部町
日高町（旧日高町）

Ⅳ地域 乙部町 厚沢部町 江差町 上ノ国町 木古内町 知内町 松前町
福島町 遠別町 中川町 美深町 初山別村 羽幌町 名寄市
幌加内町 下川町 西興部村 剣淵町 士別市 滝上町 愛別町
遠軽町 上川町 置戸町 上士幌町 足寄町 士幌町 本別町
音更町 池田町 浦幌町 幕別町 豊頃町 更別村 大樹町
広尾町 浦河町 様似町 えりも町
他、Ⅰ〜Ⅲ地域の市町村及び赤井川村、小樽市、札幌市、恵庭市、石狩市、
北広島市、江別市、当別町、南幌町、長沼町、新篠津村、千歳市以外の市町村

青森県

Ⅰ地域 中泊町(旧小泊村） 今別町 田子町 深浦町 鯵ヶ沢町 西目屋村
弘前市 大鰐町 横浜町 六ケ所村 野辺地町 東北町 三沢市
おいらせ町 六戸町 十和田市 五戸町 新郷村 南部町 三戸町
五所川原市（旧市浦村）外ヶ浜町（旧三厩村）

Ⅱ地域 大間町 佐井村 風間浦村 むつ市 東通村 八戸市 階上町
岩手県

Ⅰ地域 北上市 葛巻町 西和賀町 遠野市 奥州市 岩泉町 山田町
普代村 田野畑村 二戸市 九戸村 一戸町 宮古市 金ヶ崎町

Ⅱ地域 洋野町 軽米町 大船渡市 陸前高田市 住田町 久慈市 野田村
平泉町 一関市 大槌町 釜石市

市町村名

●青森市

●盛岡市



別表15 遠隔地料金

別表15-3 第33条後段における地域区分及び市町村名（２）
県名
支店、事務所

当社が定め
る拠点

地域区分

宮城県
 ●東北支店
  （仙台市）

Ⅰ地域 栗原市 登米市 南三陸町 七ケ宿町 丸森町 石巻市（Ⅱ地域以外）
女川町（Ⅱ地域以外） 塩釜市・浦戸諸島（4島それぞれに付） 涌谷町

Ⅱ地域 気仙沼市 出島 江島 宮戸島 田代島 網地島 金華山
秋田県

Ⅰ地域 能代市 三種町 北秋田市 由利本荘市 にかほ市 仙北市 大仙市
美郷町 横手市 羽後町

Ⅱ地域 八峰町 藤里町 大館市 小坂町 鹿角市 湯沢市 東成瀬村
山形県

Ⅰ地域 鮭川村 新庄市 最上町 酒田市（Ⅳ地域以外） 金山町 大蔵村飛地
真室川町 三川町

Ⅱ地域 遊佐町
Ⅳ地域 酒田市飛島

福島県
 ●郡山事務所
  （郡山市）

Ⅰ地域 国見町 桑折町 伊達市 飯館村 広野町 南相馬市 葛尾村
浪江町 双葉町 大熊町 喜多方市 北塩原村 川内村 会津坂下町
湯川村 柳津町 三島町 会津美里町 いわき市 昭和村 下郷町
古殿町 棚倉町 塙町 西会津町 鮫川村 富岡町 楢葉町
南会津町 矢祭町

Ⅱ地域 新地町 相馬市 金山町 只見町 檜枝岐村
茨城県
 ●常総事務所
  （守谷市）

Ⅰ地域 鹿嶋市 潮来市 神栖市 日立市 常陸太田市 常陸大宮市
Ⅱ地域 北茨城市 高萩市 大子町
Ⅰ地域 坂東市 境町 五霞町

市町村名

●山形市

●秋田市

北関東支店が
検査する場合



別表15 遠隔地料金

別表15-3 第33条後段における地域区分及び市町村名（３）
県名
支店、事務所

当社が定め
る拠点

地域区分

栃木県
 ●北関東支店
  （宇都宮市）

 ●群馬事務所
  （伊勢崎市）

Ⅰ地域 神流町 中之条町 片品村 上野村 南牧村 川場村 みなかみ町
下仁田町 東吾妻町 沼田市 高山村 昭和村

Ⅱ地域 草津町 嬬恋村 長野原町
埼玉県
 ●埼玉支店 Ⅰ地域 秩父市 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町 東秩父村
  （さいたま市）

千葉県
 ●東関東支店 Ⅰ地域 館山市 南房総市 鴨川市 勝浦市 御宿町 鋸南町 銚子市
  （千葉市） 旭市 東庄町

東京都
 ●東京支店
  （新宿区）
 ●多摩事務所
  （立川市）

神奈川県
 ●本店
 ●神奈川支店 Ⅱ地域 相模原市緑区藤野地区 相模原市緑区相模湖地区
 （共に横浜市）

新潟県

Ⅰ地域 関川村 胎内市 阿賀町 南魚沼市 十日町市 上越市 津南町
湯沢町

Ⅱ地域 村上市 妙高市 糸魚川市
Ⅳ地域 佐渡市 粟島浦村

市町村名

●小田原市

●長岡市
●新潟市



別表15 遠隔地料金

別表15-3 第33条後段における地域区分及び市町村名（４）
県名
支店、事務所

当社が定め
る拠点

地域区分

山梨県

長野県
●長野事務所
  （長野市）

Ⅰ地域 小谷村 白馬村 北相木村 南相木村 南牧村 川上村 王滝村
上松町 大桑村 中川村 南木曽町 大鹿村 豊丘村 喬木村

Ⅱ地域 阿智村 下條村 泰阜村 平谷村 阿南町 売木村 根羽村
天龍村

静岡県
●静岡支店
  （静岡市）

Ⅰ地域 浜松市（天竜区） 川根本町 伊東市 東伊豆町 西伊豆町 河津町

Ⅱ地域 松崎町 下田市 南伊豆町

※この表に記載の市町村名は、令和２年８月１日現在のものであり、今後の市町村の変遷に応じた対応となります。ご不明な場合、事前にご相談下さい。

●松本市

●浜松市
●沼津市

市町村名

●甲府市


